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資料３ 

令和２年４月15日 
総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

民間競争入札実施事業 

  「事前旅客情報システム及び外国人個人識別情報認証システム」の 

評価について（案） 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

実施行政機関等 警察庁 

事業概要 事前旅客情報システム及び外国人個人識別情報認証システムの「プログラ

ム開発」、「プログラム保守」、「システム構築等」及び「システム賃貸借」 

実施期間 ・ プログラム開発

平成 29 年 11月 21日～平成 31年２月 28日

・ プログラム保守

平成 31 年３月１日～令和４年３月 31日

・ システム賃貸借

平成 31 年３月１日～令和４年３月 31日

・ システム構築等

平成 29 年 11月 21日～平成 31年２月 28日

受託事業者 日本電気株式会社 

契約金額（税抜） 1,198,000,000円 

入札の状況 １者応札（説明会参加＝16者／予定価内＝１者） 

事業の目的 テロリスト及び不法入国者の上陸阻止、輸入禁制品等の密輸阻止及び指

名手配者の逮捕等水際における取締りの徹底を図ることを目的とする。 

選定の経緯 行政事業レビューにおいて、問題等が指摘されたもの（システム関連業

務であり、一者応札となっている事業）として自主的選定され、平成 26

年度の公共サービス改革基本方針（平成 26 年７月 11 日閣議決定）別表

に記載された。 
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Ⅱ 評価 

１ 概要 

  市場化テストを継続することが適当である。 

経費削減及び競争性の確保という点において課題があるため、警察情報管理システ

ムの合理化・高度化のための共通基盤への移行計画に合わせ、令和５年（2023年）３

月から開始される次々事業において、引き続き民間競争入札を実施することとする。 

 

２ 検討 

（１）評価方法について 

警察庁から提出された平成 29 年 11 月から令和２年２月までの間の実施状況に

ついての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費及びその前提とし

ての競争性等の観点から評価を行う。 

 

（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の確保状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のとおり、適切に履行されている 

確保されるべき水準 評価 

１.対象業務の適切な実施 

２(3)の内容をスケジュールを遵守して適

切に実施すること。 

サービスの質は確保されている。 

・２(3)の内容をスケジュールを

遵守して適切に実施することが

できなかった件数は 0件 

２.障害復旧目標時間 

警察庁及び情報通信部からシステム（業

務）の完全停止を伴う障害の連絡があった

場合は、次の時間内を目標に障害を復旧さ

せること。目標時間を超過した場合には、

目標時間内の復旧に至らなかった原因を

特定し、今後の改善策について資料を提出

すること。 

•警察庁（警察庁サーバ、端末等）及び警

察本部（端末等）：８時間以内 

•警察署（端末等）：翌官庁執務時間内 

サービスの質は確保されている。 

・障害復旧目標時間において調

達仕様書の保守要件を満たす対

応ができなかった件数は 0件 

３.技術者駆けつけ時間 

警察庁及び情報通信部から技術者の派遣

要請があった場合は、次の時間内に技術者

を派遣すること。 

•警察庁（警察庁サーバ、端末等）及び警

サービスの質は確保されている。 

・技術者駆けつけ時間において

調達仕様書の保守要件を満たす

対応ができなかった件数は 0件 
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察本部（端末等）：３時間以内 

•警察署（端末等）：翌官庁執務時間内 

４.障害報告に要する時間 

警察庁から連絡を受けた障害について、障

害原因や最終対処方法を期限内に書面で

報告すること。期限内に報告できない場合

は、別途報告日を提示するとともに、必要

に応じて中間報告を行うこと。 

サービスの質は確保されている。 

・障害報告に要する時間におい

て保守作業計画書を満たす対応

ができなかった件数は 0件 

５.回答に要する時間 

警察庁からの技術的な問い合わせに対し、

期限内に回答すること。期限内に回答でき

ない場合は別途回答日を提示するととも

に、必要に応じて中間回答を行うこと。 

サービスの質は確保されている。 

・回答に要する時間において保

守作業計画書を満たす対応がで

きなかった件数は 0件 

６ .サービスレベルアグリーメント

（Service Level Agreement）の締結 

対象業務の効率化、品質向上及び円滑化を

図るため、上記エ・オに示す期限について

は、別途サービスレベルアグリーメント

（ＳＬＡ）を締結する。 

サービスの質は確保されている。 

・相互の役割や必要な管理項目・

サービスレベル管理指標等につ

いて記載された保守作業計画書

の提出後、警察庁の承認を受けて

いる。 
 

民間事業者から

の改善提案 

受託事業者からは、プログラム開発業務について、以下のような操作性、利

便性の向上に関する改善提案があり、実施された。 

・ 利用者が情報の入力を行う際に無用な操作を削減する。 

・ 入力に誤りのある箇所を強調して表示することで利用者が気づきやすくす

る。 

・ １画面あたりに表示する情報の量やレイアウトを適切に設定することによ

り利用者が情報を把握しやすくする。 

 

（３）実施経費（税抜） 

   実施経費は、従前経費（市場化テスト実施前）と比較して、約 59％（１カ年相当

換算で約１億 8,666万）増加している。経費の増加要因を分析すると、以下のとお

りである。 

・ プログラム開発について、市場化テスト実施前は複数応札後、最低の入札価格

が予定価格と比較して低価格であったため、請負契約に係る品質の確保を目的と

した調査を行った後、契約しているところ、今期においては不落随契となったこ

と。 

・ 要注意者情報の照合等、事前旅客情報システムや外国人個人識別情報認証シス

テムの処理件数の増加（平成 25年度と比較して 30年度は 82％増加）に伴い、業
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務性質上、必要となる処理速度を維持するため、ハードウェア関連追加コストが

発生したこと。 

 

業務分類 従前経費（市場化テスト前） 

 １カ年相当（A） 

実施経費（市場化テスト後） 

１カ年相当（B） 

増減額 

B－A 

増減率 

プログ

ラム 

開発・

保守 

 

プログラム

開発※２ 

平成 24年６月～平成 26年２月     

50,285,712円 

平成 29年 11月～平成 31年２月 

154,542,540円 
104,256,828

円 

207.3％ 

増 

プログラム

保守 

（プログラム開発費用に 

含む。） 

平成 31年３月～令和４年３月 

28,565,496円 
28,565,496円 100％ 

増 

小計   （１） 50,285,712円 183,108,036円 132,822,324

円 

264.1％ 

増 

ハード

ウェア

関連 

 

 

システム賃

貸借 

平成 26年３月～平成 30年２月 

242,683,200円 

平成 31年３月～令和４年３月 

210,158,856円 
－32,524,344

円 

13.4％ 

減 

システム設

置 

平成 25年６月～平成 25年９月 

21,596,496円 

平成 29年 11月～平成 31年２月 

107,958,372円 
86,361,876円 399.9％ 

増 

小計   （２） 264,279,696円 318,117,228円 53,837,532円 20.4％ 

増 

総計 

（１）＋（２） 

314,565,408円 501,225,264円 186,659,856

円 

59.3％ 

増 
※１ 費用は税抜である。 

※２ 市場化テスト後のプログラム開発は、市場化テスト前と比べ、ＯＳＳ導入に伴うプログラム開発作業が増加していることか

ら、当該作業に係る金額補正をしている。 

 

（４）選定の際の課題に対する改善 

経費削減及び競争性に課題が認められたところ、事業の実施に当たって、特定事

業社の独自技術等は不要であり、どのような事業者でも容易に実現が可能であるこ

とが分かるように仕様書を見直す等したが、結果費用は増加し、１者応札も継続し

ており、課題が残った。 

 

（５）評価のまとめ 

民間事業者の改善提案について、操作性、利便性の向上に関する取組など、民間

事業者のノウハウ創意工夫の発揮が業務の質の向上に貢献したものと評価できる。 

また、業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質について、

水準を全て満たし、質を確保したと評価できる。 

一方、経費は増加し、１者応札は継続しており、その点について課題が認められ

た。 

 

（６）今後の方針 

以上のとおり、経費削減及び競争性の確保において課題が認められ、本事業にお

いて良好な実施結果を得られたと評価することは困難である。 

そのため、次期事業においては、上記の課題について検討を加えた上で、引き続

き民間競争入札を実施することにより、民間事業者の創意工夫を活用した公共サー

ビスの質の維持向上及び経費の削減を図っていく必要があるものと考える。 
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   このため、警察情報管理システムの合理化・高度化のための共通基盤への移行計

画に合わせ、令和５年（2023年）３月より引き続き民間競争入札を実施することと

し、本評価直後の公共サービス改革基本方針別表に、この旨を記載することとする。 

なお、警察庁においては、次々期（令和５年（2023年）３月）から予定している

入札に当たって、以下の改善策を講じる予定としている。 

① 資料提供招請時、説明会を開催する。 

② ①により寄せられた意見等に基づき、実施要項を見直すとともに、改正した実 

施要項に関する意見招請を実施し、①と同様の説明会を実施する。 

③ ②により寄せられた意見を踏まえ作成した最終の実施要項について、入札説明 

会の機会を通じて、企業が抱く懸念解消に向け警察庁が取り組んだ内容等を説明

する。 
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令和２年３月27日

警察庁情報通信局

情 報 管 理 課

民間競争入札実施事業

事前旅客情報システム及び外国人個人識別情報認証システムの実施状況について

１ 事業の概要

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成18年法律第51号）に基

づく民間競争入札を行い、以下の内容により、平成29年度から事前旅客情報システム及

び外国人個人識別情報認証システムを実施している。

(1) 業務内容

事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務は、テロリスト及び不法入

国者の上陸阻止、輸入禁制品等の密輸阻止及び指名手配者の逮捕等水際における取締

りの徹底を図ることを目的とする業務である。

旧システムのハードウェアが平成30年度に運用期限を迎えることに伴い、平成31

年３月に新たな業務システムに更改するため、平成29年度及び30年度に対象となる「プ

ログラム開発」、「プログラム保守」、「システム賃貸借」及び「システム構築等」を含

めた調達を行うこととしている。

ア 事前旅客情報システム

航空会社から提供される国際線の搭乗者氏名等の旅客情報と関係省庁が保有する

要注意者情報を照合し、我が国の安全対策上問題がある旅客等の情報を関係部署に

通報するシステムである。

イ 外国人個人識別情報認証システム

入国審査時に提供される外国人の個人識別情報と関係省庁が保有する要注意者の

個人識別情報を照合し、我が国の安全対策上問題がある旅客等の情報を関係部署に

通報するシステムである。

(2) 契約期間

ア 事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務用プログラム開発

平成29年11月21日から平成31年２月28日

イ 事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務用プログラム保守

平成31年３月１日から令和４年３月31日

ウ 事前旅客情報システム及び外国人個人識別情報認証システム賃貸借

平成31年３月１日から令和４年３月31日

エ 事前旅客情報システム及び外国人個人識別情報認証システム構築等

平成29年11月21日から平成31年２月28日

(3) 受託事業者

日本電気株式会社

(4) 受託事業者決定の経緯

入札参加者（１者）から提出された企画書等を審査した結果、警察庁の要求要件を

満たしていることが確認され、平成29年６月23日に開札した結果、予定価格の範囲外

 別　添
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であったことから、不落となった。その後、再度入札官報公示を行い、入札参加者（１

者）から提出された企画書等を審査した結果、警察庁の要求要件を満たしていること

が確認され、平成29年11月15日に開札した結果、予定価格の範囲外であったことから、

再度不落となった。

その後、１(3)の受託事業者との商議を経て、随意契約している。

(5) 実施状況評価期間

平成29年11月21日から令和２年２月29日までの２年４ヶ月

２ 確保されるべき対象業務の質の達成状況及び評価

民間競争入札実施要項において定めた民間事業者が確保すべき対象業務の質の達成状

況に対する警察庁の評価は、次のとおりである。

評価事項 測定指標 評価

２(3)の内容をスケジ ２(3)の内容をスケジュール ２(3)の内容をスケジュールを遵

ュールを遵守して適 を遵守して適切に実施する 守して適切に実施することがで

切に実施すること ことができなかった件数が0 きなかった件数が0件であるた

件 め、対象業務の質は確保されて

いる。

サービスレベルアグ 相互の役割や必要な管理項 相互の役割や必要な管理項目・

リーメント（Service 目・サービスレベル管理指 サービスレベル管理指標等につ

Level Agreement） 標等について、サービスレ いて記載された保守作業計画書

の締結 ベルアグリーメントを締結 の提出後、警察庁の承認を受け

している。 ており、対象業務の質は確保さ

れている。

障害復旧目標時間 障害復旧目標時間において 障害復旧目標時間において調達

調達仕様書の保守要件を満 仕様書の保守要件を満たす対応

たす対応ができなかった件 ができなかった件数が0件である

数が0件 ため、対象業務の質は確保され

ている。

技術者駆けつけ時間 技術者駆けつけ時間におい 技術者駆けつけ時間において調

て調達仕様書の保守要件を 達仕様書の保守要件を満たす対

満たす対応ができなかった 応ができなかった件数が0件であ

件数が0件 るため、対象業務の質は確保さ

れている。

障害報告に要する時 障害報告に要する時間にお 障害報告に要する時間において

間 いて保守作業計画書を満た 保守作業計画書を満たす対応が

す対応ができなかった件数 できなかった件数が0件であるた

が0件。 め、対象業務の質は確保されて

いる。

回答に要する時間 回答に要する時間において 回答に要する時間において保守

保守作業計画書を満たす対 作業計画書を満たす対応ができ
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応ができなかった件数が0件 なかった件数が0件であるため、

対象業務の質は確保されている。

３ 実施経費の状況及び評価

(1) 実施経費

ア プログラム開発（契約期間 平成29年11月～平成31年２月）

317,988,756円･･･①

①については、市場化テスト実施前に比べ、ＯＳＳ導入に伴うプログラム開発作

業が増加していることから、次のとおり当該作業に係る金額補正した。

プログラムの全面的な作り直しによる作業の増加が発生した、設計、開発、デー

タ移行、受入テスト支援及び開発環境構築の各工程について、市場化テスト実施前

からの増分（全工数における35.2%）を割り出し、当該増分に相当する金額を除い

た。

なお、工数の計算には市場化テスト前後の実施事業者それぞれから提出されたEV

Mから各工程ごとに示された出来高計画値PV（Planned Value）を使用した。

作業増経費：①×35.2%＝111,932,042円･･･②

①の補正後経費：①－②＝206,056,714円･･･③

１ヶ月相当経費：③÷16ヶ月＝12,878,545円･･･④

１ヶ年相当経費：④×12ヶ月＝154,542,540円･･･⑤

イ プログラム保守（契約期間 平成31年３月～令和４年３月）

88,076,946円･･･⑥

１ヶ月相当経費：⑥÷37ヶ月＝2,380,458円･･･⑦

１ヶ年相当経費：⑦×12ヶ月＝28,565,496円･･･⑧

ウ ハードウェア関連

(ｱ) システム賃貸借（契約期間 平成31年３月～令和４年３月）

647,989,806円･･･⑨

１ヶ月相当経費：⑨÷37ヶ月＝17,513,238円･･･⑩

１ヶ年相当経費：⑩×12ヶ月＝210,158,856円･･･⑪

(ｲ) システム構築等（契約期間 平成29年11月～平成31年２月）

143,944,492円･･･⑫

１ヶ月相当経費：⑫÷16ヶ月＝8,996,531円･･･⑬

１ヶ年相当経費：⑬×12ヶ月＝107,958,372円･･･⑭

(ｳ) ハードウェア関連の１ヶ年相当経費の合計

⑪＋⑭＝318,117,228円･･･⑮

オ プログラム開発、保守及びハードウェア関連の１ヶ年相当経費の合計

⑤＋⑧＋⑮＝501,225,264円･･･⑯

(2) 経費削減効果

ア 市場化テスト実施前経費

(ｱ) プログラム開発（契約期間 平成24年６月～平成26年２月）

88,000,000円･･･⑰

なお、プログラム保守については、プログラム開発の契約内で保守されること
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となっており、当該作業に係る経費は⑰に含まれる。

１ヶ月相当経費：⑰÷21ヶ月＝4,190,476円･･･⑱

１ヶ年相当経費：⑱×12ヶ月＝50,285,712円･･･⑲

(ｲ) ハードウェア関連

ａ システム賃貸借（契約期間 平成26年３月～平成30年２月）

970,732,800円･･･⑳

１ヶ月相当経費：⑳÷48ヶ月＝20,223,600円･･･○21

１ヶ年相当経費：○21×12ヶ月＝242,683,200円･･･○22

ｂ システム設置（契約期間 平成25年６月～平成25年９月）

7,198,831円･･･○23

１ヶ月相当経費：○23÷4ヶ月＝1,799,708円･･･○24

１ヶ年相当経費：○24×12ヶ月＝21,596,496円･･･○25

ｃ ハードウェア関連の１ヶ年相当経費の合計

○22＋○25＝264,279,696円･･･○26

(ｳ) プログラム開発及びハードウェア関連の１ヶ年相当経費の合計

⑲＋○26＝314,565,408円･･･○27

イ １ヶ年相当経費で比較

（市場化テスト実施前経費○27）－（実施経費⑯）

＝314,565,408円 － 501,225,264円

＝△186,659,856円

(3) 評価 （全て１ヶ年相当経費）

実施経費 市場化テスト 増減

実施前経費

プログラム開発・保守 183,108,036円 50,285,712円 △132,822,324円

ハードウェア関連 318,117,228円 264,279,696円 △53,837,532円

合 計 501,225,264円 314,565,408円 △186,659,856円

市場化テスト実施前と比較して、186,659,856円/年（59.3％）の経費増加があった。

４ 民間事業者からの改善提案による改善実施事項等

受託事業者からは、プログラム開発業務について、利便性の向上に関する改善提案が

随時なされ、実施されている。

具体的には、利用者が情報の入力を行う際に無用な操作を削減する、入力に誤りのあ

る箇所を強調して表示することで利用者が気づきやすくする、１画面あたりに表示する

情報の量やレイアウトを適切に設定することにより利用者が情報を把握しやすくする等

の改善提案があり、操作性、利便性を向上させる効果が認められた。

５ 全体的な評価

本事業の実施期間中に、民間事業者が業務改善指示等を受け又は業務に係る法令違反

行為等を行った事実はなかった。

実施要項において設定したサービスの質については、２の記載のとおり確保されてお
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り、警察業務を確実に遂行するため、業務担当者への継続的かつ安定的なサービスの円

滑な提供に資するという目的を達成しているものと評価できる。

民間事業者からの改善提案については、４の記載のとおり創意工夫がなされている。

競争性の確保については、１者応札となり、実施経費については、市場化テスト実施

前と比較して約59.3％の経費増となった。経費増の要因として、１(1)ア及びイの業務

処理件数の増加（H25年度と比較してH30年度は82％増加）に伴い、ハードウェア性能を

強化し、業務性質上、必要となる処理速度を維持するための経費がハードウェア関連追

加コストとして含まれていること及びプログラム開発について、市場化テスト実施前は

複数応札後、最低の入札価格が予定価格と比較して低価格であったため、請負契約に係

る品質の確保を目的とした調査を行った後、契約しているところ、本事業においては不

落随契となったことが挙げられる。

警察庁の他システム及び他省庁システムとの接続については、仕様書において、一般

的な通信手順により行うことを明記した上で、詳細について公告期間中に閲覧可能な資

料により明らかにしているため、その実現に特定事業者の独自技術等は不要であり、ど

のような事業者でも容易に実現が可能であることが分かるように措置しているところで

はあるが、新規参入事業者としては、他社が構築した複数の他システムとの接続に不可

欠な当該他社との調整に係る潜在的リスクへの懸念が払拭されず、入札を辞退したと考

えられる。

実施状況については、外部有識者によって構成される警察庁会計業務検討会議による

チェックを受ける仕組みが備わっている。

６ 今後の事業

本事業については、競争性の確保及び経費削減において課題が認められたが、この点

を除き、概ね良好な実施結果が得られているものと評価できる。

これらの課題については、従前の取り組みに加え、最も重要な課題である企業が抱く

懸念を解消するために、以下３点について取り組む予定である。

① 資料提供招請時、説明会を開催する。

② ①により寄せられた意見等に基づき、実施要項を見直すとともに、改正した実施

要項に関する意見招請を実施し、①と同様の説明会を実施する。

③ ②により寄せられた意見を踏まえ作成した最終の実施要項について、入札説明会

の機会を通じて、企業が抱く懸念解消に向け警察庁が取り組んだ内容等を説明する。

なお、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（令和元年

６月14日閣議決定）に基づく警察情報管理システムの合理化・高度化（注）のための共

通基盤の整備を令和２年度から計画しており、令和４年度以降、警察庁及び都道府県警

察のシステムの移行が順次予定されているところ、本事業についても、共通基盤へ移行

する計画であることから、本契約とは別に行う契約において、令和５年３月まで11ヶ月

延長して運用した後、市場化テストを再開したい。

（注）「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（令和元年６

月14日閣議決定）に基づく警察情報管理システムの合理化・高度化
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運転免許証は、国民生活に密着したライセンスとして広く普及しており、運転免

許証の交付、更新などの手続に関しては、より一層国民の利便性向上や負担軽減が

求められている。また、運転免許の管理等を行う運転者管理システムをはじめとす

る警察情報管理システムについては、警察庁及び都道府県警察が個別にシステム整

備を行っており、同じ仕組みを複数構築運用するなど整備・維持に係るコストの増

大などの課題がある。

これらの課題を解決するため、警察庁が警察庁及び都道府県警察が活用する共通

基盤を整備し、他のシステムとの連携も含めた警察情報管理システム全体の合理化

・高度化に取り組む。具体的には、令和元年度に現行システムに係る現状調査、BP

Rの検討を行い、令和２年度から新システムの構築を行う。令和４年度以降順次、

警察庁及び都道府県警察のシステムを移行する。

これにより、システムの機能の合理化・高度化による国民の利便性向上や負担軽

減を図るとともに、行政手続の処理の効率化や警察情報管理システムの整備・維持

に係るコストの大幅な削減に取り組む。
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